
 

 

 

 

 

スタート 

次のいずれかに該当しますか？ 

・ 直系尊属（被保険者の父母、祖父母、曽祖父母） 

・ 配偶者（内縁を含む） 

・ 子、孫及び兄姉弟妹 

同居していますか？ 

年収が 130 万円未満（60 歳以上又は障

害年金の支給要件に該当する障害者の

場合は 180万円）で、その額が被保険者

からの仕送り額より少ないですか？ 

年収が 130 万円未満（60 歳以上又は障

害年金の支給要件に該当する障害者の

場合は 180 万円）で、その額が被保険者

の年収の 2分の 1未満ですか？ 

認定審査対象 認 定 不 可 

次のいずれかに該当しますか？ 

・ 三親等内の親族 

・ 内縁の配偶者の父母及び子 

・ 上記の場合で内縁の配偶者死亡の

父母及び子 

同居していますか？ 

認 定 不 可 

年収が 130万円未満（60歳以上又は障

害年金の支給要件に該当する障害者の

場合は 180万円）で、その額が被保険者

の年収の 2分の 1未満ですか？ 
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被扶養者認定フローチャート 


